
 

 

 
○官公需適格組合証明書について（１０月１７日） 

本年５月の総会で「官公需適格組合証明書（物品納入等）」に必要となる国への申請書

や各種規約を議決していただき、新潟県中小企業団体中央会を通じて中小企業庁関東経済

産業局に申請をあげておりましたが、先月２２日付けで正式に証明書をいただきまました。 

今後は、この証明書を行政機関等に積極的にＰＲするとともに、これまで以上に共同受注

事業を増やし、組合の経営基盤の更なる強化に努めていきたいと考えています。 

 

 
 

 
 

Copyright© Nagaoka pipe works cooperative All Rights Reserved. 


